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第 １９ 号 

令和７年１月２０日 

海蔵地区市民センター 

ＴＥＬ ３３１－３２８４ 
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２月主な行事予定 

 

10：00～11：30 

６日、１３日、２０日、２７日

各木曜日 

 ２・３歳児 １８日、２５日 

    各火曜日 

・海蔵地区くすの木サロン 

毎週火曜日 10:00～ 

・野田公会所２１日(金)13：30～ 

紙芝居・絵本の 
読み聞かせ 

５日(水)13：30～14：30 

１４日（金）阿倉川町         10:00～10:40 ピアゴ北側駐車場 

１４日（金）東阿倉川町１区      10:50～11:20 公文式あくら川教室前 

２１日（金）みゆきヶ丘二丁目   13:30～14:10 自治会管理駐車場 

２６日（水）海蔵地区市民センター 10:00～10:30 センター駐車場 

 

海蔵川堤防の桜について樹木医（注）による樹木診断を行った結果、危険な木が複数

あることが判明しました。 

 楽しみにしていただいていた皆さまには、たいへん申し訳ございませんが、安全、安 

心な桜まつりの開催ができないとの理由から、令和７年「第３７回海蔵川桜まつり」の 

開催を中止します。 

 中止に伴い仮設トイレの設置、仮設駐車場の設置及び交通規制は行いません。 

 また、バーベキューも行っていただくこともできませんのでご理解とご協力のほど 

よろしくお願いします。 

 危険な木の対応については新たに海蔵川桜対策協議会を設立し、三重県及び四日市市 

とも協議していく予定です。 

 

（注）樹木医とは、樹木の調査・研究、診断・治療、公園緑地の計画・設計・維持 

管理などを行う専門家のことです。 

海蔵川桜まつり実行委員会 

海蔵地区団体事務局  

ＴＥＬ ３３３－８７７０ 
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今年も市県民税、所得税の申告時期となりました。もう準備はお済みでしょうか。 

申告書は自分で作成して、提出してください。市県民税の申告期限、所得税の申告・納

付期限は３月１７日（月）です。 

◇市県民税の申告書（オレンジ色の封筒）の人は市役所または地区市民センターなどへ 

会  場 期  日 時  間 

海蔵地区市民センター 

（２階 中会議室） 
２月１４日（金） ９：３０～１４：３０ 

市役所（２階 市民税課） ３月１３日（水）～１７日（月） ９：００～１６：００ 

※市役所へお越しの際は公共交通機関をご利用ください。 

〇申告会場での混雑緩和に協力を 

市民税・県民税申告書は必要書類を添付し、郵送などで市役所へご提出ください。また、医

療費控除の明細書や収支内訳書は「市民税・県民税の手引き」を参考にご自身で作成して申告

会場へお越しください。事前に作成されていない場合、申告会場内のスペースなどでご自身で

作成していただきます。 

〇所得税の確定申告書は税務署へ提出してください 

【問合せ先】●市県民税について・・・                      

市民税課 ＴＥＬ ３５４－８１３２ ＦＡＸ ３５４－８３０９                 

ホームページ http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html       

トップページの「市民の方へ」から「税金」→「市・県民税」をクリック      

●所得税の確定申告について・・・ 

国税庁  四日市税務署  ＴＥＬ ３５２－３１４１ 

※郵送による提出先 四日市税務署 〒510-8557 四日市市西浦２丁目２番８号 

国税庁ホームページ  https://www.nta.go.jp/  

「四日市税務署からお知らせ」 
◇確定申告はスマホとマイナンバーカードを利用したご自宅からの e-Tax が便利です。 

 ①マイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り対応スマホを準備 

 ②「確定申告書等作成コーナー」へアクセスし、確定申告書を作成・送信 

◇確定申告会場は、「ユマニテクプラザ」３階（鵜の森１丁目４－２８）です。 

会  場 開設期間（土・日・祝日は除く） 時  間 

ユマニテクプラザ ２月１７日（月）～３月１７日（月） ９：００～１７：００ 

※駐車場・駐輪場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。 

■会場ではマイナンバーカード（発行時に設定した２つのパスワードが必要）と、ご自身のスマホ

を使って申告してください。入場には「入場整理券」が必要です。 

確
定
申
告
書
等 

作
成
コ
ー
ナ
ー
は 

こ
ち
ら 

申告について詳しくは広報よっかいち１月下旬号別冊をご覧ください 

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html
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＝Jアラートの全国一斉情報伝達試験が実施されます＝ 

（１）実施日時 

 ２月１２日（水）１１：００ころから数分程度 

 

●３５１－４００４（自動電話応答機能）にＴＥＬしていただくと放送内容が確認できます。 

●気象状況その他の理由により中止する場合があります。 

【連携対象】市内全域の防災行政無線、テレビ（CTY-L 字放送）緊急告知ラジオ（CTY－FM）、

四日市市 Sアラート、四日市市安全安心防災メール、四日市市ホームページ、X、

ＬＩＮＥ 

【問合せ先】危機管理課 ＴＥＬ ３５４－８１１９ 

メール kikikanri@city.yokkaichi.mie.jp 

Ｊアラート全国一斉情報伝達試験に併せて、市内１２１箇所全ての防災行政無線の屋

外拡声子局の試験放送を実施します。防災行政無線に加え、ＣＴＹ－ＦＭラジオ放送、四

日市市 Sアラート等からも一斉に放送いたしますので、ご承知おきください。 

※地域住民の皆さんに参加していただく試験ではありません。 

（２）試験放送内容 

 上りチャイム音(♪ピンポンパンポン↑) 

「これは、J アラートのテストです。」×３ 

「こちらは、こうほうよっかいちです。」 

下りチャイム音(♪ピンポンパンポン↓) 
防災行政無線 

毎年１月２６日は、「文化財防火デー」です。 

昭和２４年１月２６日に、現存する世界最古の木造建造物である法隆寺の金堂が炎上し、

貴重な壁画が焼損しました。 

このような被害から文化財を守るとともに、国民の文化財愛護に関する意識高揚を図るた

めに、１月２６日を「文化財防火デー」と定めて、全国で消防訓練や点検をはじめとした防

火運動が展開されています。 

近年ではフランスのノートルダム大聖堂や沖縄県那覇市の首里城跡で火災が発生してい

ます。文化財は、火災等によりいったん滅失毀損すると再び回復することができない、かけ

がえのない国民共有の財産です。 

文化財を火災や震災などから守るためには、文化財の関係者、消防機関、地域の皆さんが 

一体となって、火災予防の環境づくりや防災体制の整備に努めることが大切です。文化財に

対する防火・防災へ関心を高め、みんなで文化財を守りましょう。 

【問合せ先】文化課 ＴＥＬ ３５４－８２３８ 

消防本部 予防保安課 ＴＥＬ ３５６－２００８ 

〈文化財を火災から守ろう〉 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てを地域で支えあう   

四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ 

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ 

 
  

ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、また子どもの置かれてい 
る状況等を理解していただくために、依頼会員向けの講習会を実施しています。 
 新たに依頼会員として登録される人はもちろん、すでに利用されている人で未受講の 
人も、受講してください。 

日  時 ２月１５日（土）１３：００～１６：００(講習会のみの人は１４：４０終了)  
＊講習会終了後、希望される人は依頼会員の登録手続きをいたします。    

場  所 三浜文化会館（四日市市海山道町一丁目 1532－1） 
定  員 保育の都合により、２０名程度といたします。※先着順に受け付けます。   
申込方法 電話にてお申し込みください。   
保  育 あり/無料（保育対象：満６か月～）※事前にお申し込みください。 

 四日市市ファミリー・サポート・センター ＴＥＬ ３２３－００２３ 
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内） 

 

あなたのマイナンバーカードの申請をサポートします！ 

マイナンバーカード出張申請サポート実施予定表（２月分） 

曜 日 場  所 受付時間 

２月 １日（土） 

２日（日） 

アピタ四日市店 

【２階休憩スペース（西側エスカレーター付近）】 

１０：００～ 

１８：００ 

   ８日（土） 日永カヨー 

【１階中央広場】    ９日（日） 

１５日（土） イオンタウン四日市泊 

【１階中央イベント広場】   １６日（日） 

２２日（土） 
イオンモール四日市北 

【１階専門店通路】 
２３日（祝） 

  ２４日（休） 

 

予約不要 

マイナンバーカードと健康保険証との一体化については、令和６年１２月２日から現行の健

康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証（健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカー

ド）を基本とする仕組みに移行されました。 

マイナンバーカードの申請の仕方がわからない方やカードの更新時期を迎える方などに、出

張によるマイナンバーカードの申請サポートを実施します！ 

＜持ち物＞ＩＤ付マイナンバーカード交付申請書、通知カードなどマイナンバーがわかるもの 

＜サポート内容＞マイナンバーカード交付申請書の記入のお手伝い、インターネットでの申請

のお手伝い、交付申請用の顔写真の撮影・印刷・切り抜き及び貼り付け（無料）、交付申請書送

付用封筒(切手不要)のお渡しなど 

【問合せ先】マイナンバーカードサービスセンター ＴＥＬ ３４０－８３７１ 


